
教育長交際費支出基準

　１．趣旨

　　　この基準は、教育長又はこれに準じるもの（以下「教育長」という。）が、玉村町

　　　教育行政の円滑な運営を図るため、町教育委員会を代表して行う個人または団体と

　　　の交際に要する経費（以下「教育長交際費」という。）の支出基準及び公開基準に

　　　ついて必要な事項を定めるものとする。

　２．責務

　　　教育長交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と

　　　認められる範囲内で、かつ最小限の金額となるよう努めるものとする。

　３．支出先

　　　教育長交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

　　　１）町教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの 

　　　２）町教育委員会及び教育行政の伸展に功績があったもの

　　　３）災害、事故等にあったもの 

　　　４）その他、教育長が特に必要と認めたもの 

　４．支出区分

　　　教育長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。 

①会費相当額

慶事及び各種行事のお祝いに係る経費

葬儀等における供花、供物、香典等に係る経費

病気、災害、事故等の見舞に係る経費

供花・供物は実費相

当額とし、香典は新

生活運動推進のため

とする

社会通念上妥当と認

支出項目 支出内容 支出金額

会費
①各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出

社会通念上妥当と認

められる額

席に係る経費で、金額に定めのあるもの

慶祝

②社会通念上妥当と

席に係る経費で、金額に定めのないもの

②各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出 認められる額

弔慰

見舞

原則として2.000円



５．公開

　　 １）教育長交際費の公開項目は、次のとおりとする。

　　　　①支出年月日

　　　　②支出項目

　　　　③支出内容（個人名等は非公開とする。）

　　　　④支出金額

　　２）教育長交際費の公開期日は、１か月ごとの月締めで翌月中に行う。

　　３）教育長交際費の公開方法は、教育委員会ホームページに掲載する 

６．見直し

　　この基準は、社会通念に沿うとともに、常に町民感覚に合致したものとなるよう、

　　社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。 　　

７．適用

　　この基準は、平成２５年１０月１日以降の教育長交際費について適用する。 

ものに係る経費 められる額

められる額とし、火

災見舞は「玉村町火

災見舞い取扱い規程

」に準じる

その他
社会通念上妥当と認教育長が、教育委員会運営上特に必要があると認める


